
お手元の資料に沿って、最適な供給力構成の実現に向けた考え方とその取り組みについ
てご説明いたします。



１ページをご覧ください。

現在、長期エネルギー需給見通し小委員会において、エネルギー基本計画の方針にもと
づき、現実的かつバランスのとれたエネルギー需給構造の将来像、いわゆるエネルギーミ
ックスの検討が進められております。

小委員会での検討は、まだ進行中ではありますが、当社におきましては､エネルギー政策
の方向性を踏まえつつ、従前から指向してきた、『安全性（Safety）』を大前提としたう
えで、『エネルギーの安定供給(Energy security)』と『経済効率性の向上(Economic 
Efficiency)』、さらには『環境への適合(Environmental Conservation)』の同時達成を、
引き続き目指していくこととしています。

その実現に向けては、

・伊方発電所の再稼働とその後の安定的な稼働

・経年化が進んだ火力発電所の計画的なリプレース

の２点が重要課題と認識しており、その達成を通じて、電力システム改革の進展に伴う競
争の加速など事業環境の変化にも適応してまいりたいと考えております。



２ページをご覧ください。

まず、１つ目の課題である「伊方発電所の再稼働」に向けた取り組み状況についてご説
明いたします。

当社では、基幹電源である伊方発電所について、今後とも、ベースロード電源として極
力長期に亘り最大限有効活用してまいりたいと考えています。

ただ、その実現に向けては、４０年運転制限制への対応など越えなければならないハー
ドルがあることから、技術面はもとより、経済性や立地地域との関係性など幅広い観点か
ら、詳細検討を進めてまいりたいと考えています。

こうしたなか、伊方３号機については、新規制基準への適合性確認に向けて、原子力規
制委員会による審査が続いておりますが、これまで審査に時間を要してきた基準地震動が
昨年末までに固まり、先月には設置変更許可の補正申請を行うなど、ようやくプロセスの
進捗が皆さまの目にも見える形となってまいりました。

これまでの審査を踏まえて、より安全性を高める観点から見直し・追加した対策の主な
内容につきましては、資料の２～４ページにかけてご紹介していますので、後ほどご覧い
ただければと思います。







続いて、５ページおよび６ページをご覧ください。

ここでは、基準地震動を見直したことに伴い必要となった追加工事の概要を示しており
ます。

５ページの緊急時対策所につきましては、震源を特定せず策定する地震動評価を見直し

たことに伴い、追加設置することとしたものでありますが、本年３月に工事を完了してお

ります。



６ページには、震源を特定して策定する地震動評価において、基準地震動を６５０ガル
に引き上げたことに伴い、必要となった耐震性向上工事の概要を示しております｡

主には、写真にありますように、発電所内に張り巡らされているさまざまな配管類を支
える支持物の補強工事を行っております。

なお、当社は、愛媛県との間での取り決めに基づき、原子炉を｢止める｣､「冷やす｣､放射

性物質を「閉じ込める」といった安全上重要な機能を有する設備については、概ね１,００

０ガル程度の地震に対して、実力ベースで耐震性を有することを確認済みです。



７ページには、適合性確認審査に係るプロセスのイメージを示しています。

４月１４日の設置変更許可の補正申請を受けて、今後は規制委員会による審査書案の作
成・提示、パブリックコメントなどを経て、許可証が交付される運びとなる見込みです。

ただし、実際にプラントを稼働できるようになるまでには、地元の皆さまからご了解を
いただくとともに、工事計画認可の審査や使用前検査といったプロセスを経る必要がある
ことから、現時点において、再稼働時期を明確に見通すことは難しいものの､引き続き全力
を挙げて取り組み、一日も早い再稼働の実現を目指してまいります。



８ページをご覧ください。

ここからは、２つ目の課題である「火力発電所のリプレース計画」について、ご説明い
たします。

当社では、従来から、主要機器の計画的な取替や設備補修、日常的な巡視点検・機器の
監視等を通じて、トラブルの未然防止と設備の長寿命化による有効活用に努めてきていま
す。

こうしたなか、石炭火力の西条発電所１号機については、営業運転開始後４９年と､最も
経年化が進んでいますが、引き続きベース電源として将来に亘り活用していくことが必要
と判断し、リプレースすることとし、本年３月末に公表しました。

リプレースにあたっては、出力をこれまでの１５.６万ｋＷから５０万ｋＷにアップする
とともに、高効率な超々臨界圧機（ＵＳＣ）の導入を計画しており、２０２２年度の営業
運転開始を目指しています。

なお、リプレースにあたっては、火力入札募集を実施する必要があることから、自社で
確実に応札できるよう対応を進めてまいります。



９ページをご覧ください。

ＬＮＧ発電の導入については、これまでもさまざまな機会を捉えてご紹介してきて
おりますので､ご承知置きいただいている方も多数いらっしゃるかと思いますが､当社
では、既設設備の経年化対策やＣＯ２排出量の削減、さらには総合エネルギー企業とし
ての基盤整備をはかる観点から、坂出発電所において、石油火力発電からＬＮＧ発電
への転換を段階的に進めております。

これまでに、４号機の石油からＬＮＧへの燃料転換、１号機のＬＮＧコンバインド
サイクル発電設備へのリプレースを実施しており、現在は、２号機を対象に、２０１
６年８月の営業運転開始を目指し、ＬＮＧコンバインドサイクル発電へのリプレース
を実施しているところです。



１０ページをご覧ください。

西条１号機のリプレース、および坂出２号機へのＬＮＧ導入による、自社火力電源の発
電出力ベースの規模および構成の変化の見通しを示しています。

これを見ますと、段階的にベース・ミドル電源のウエイトが高まり、西条１号機リプレ
ース後は合わせて６割を占めるようになる様子がお分かりいただけるかと思います。

このように、ベースおよびミドル電源の拡充をはかるとともに、発電効率の高い設備へ
の転換を進めることで、量と質の両面から改善をはかる予定としております。



最後に、１１ページをご覧ください。

当社では、原子力・石炭といったベースロード電源、ＬＮＧ・石油といったミドル・ピ
ークの火力電源に加えて、エネルギー自給率の向上やＣＯ２の排出抑制が期待できる、太
陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーについても、有効利用していく方針でありま
す。

再生可能エネルギーのうち、急増している太陽光については、当社系統への連系可能量
は２５７万ｋＷと設定しており、２０１４年度末時点で既に接続済みのもの、および契約
申し込み済みのものを合わせると、概ね９４％程度が埋まっている状況にあります。

このほか、当社独自の取り組みとしては、水力発電所の水車の設備更新の機会を捉えて
、より効率の高いランナを採用することにより、発電効率の向上と出力増強を進めていま
す。

以上、駆け足にはなりましたが、

私からは、以上でございます。






